
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  非上場株式等の納税猶予制度の見直し要望 

Ｑ：非上場株式にかかる相続税の納税猶予

制度の見直し要望が出されているそうですが、

どのような内容なのですか？                                

  

Ａ：次のような要望が出されています。 

【解説】 

経済産業省は、平成25年度の税制改正事項

として、非上場株式にかかる相続税及び贈与

税の納税猶予制度の見直しを要望しています。

概要は、次のとおりです。 

 ①後継者を先代経営者の親族に限定する要件

について、親族外の者であっても制度利用を

可能とするよう改める。 

②先代経営者が役員を退任しなければならな

い要件について、代表者を退任すれば制度利

用を可能とするよう改める。 

③相続、贈与時の従業員数の８割以上を５年

間毎年確保しなければならない要件について、

５年間平均で８割以上確保しなければならな

い要件に改める。また、５年間で一度でも８

割を下回った場合には、その時点で納税猶予

が打ち切られ、猶予税額を全額一括納付しな

ければならないことについて、５年間平均で

８割を下回った場合に、その下回った割合に

応じた税額を納付しなければならないことと

する。 

④後継者死亡等の時点まで納税が免除されな

いことについて、５年経過時点で納税を免除

することとする。 

⑤会社の事業資金の担保に提供している土

地・建物も、相続税・贈与税の納税猶予の対

象とする。 
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